
◎国のガイドラインでは、 

・「しつけ」とは… 

子どもの人格や才能を伸ばし、社会において自律した生活を送

れるようなサポートをし、社会性を育む行為である。 

・「体罰」とは… 

軽くても苦痛や意図的な不快感をもたらす行為〔罰〕を示す。 

具体的には… 「言葉で３回注意したが言うことを聞かないの

で頬をたたいた」「宿題をしなかったので、夕御飯を与えなかっ

た」などが例示してあります。 

体罰がこどもの発達などに悪影響を与えることは科学的に証明

されており、また、しつけと称して体罰が徐々にエスカレート

し、深刻な虐待を引き起こすこともあるため、県では、体罰のな

い社会の現実に向け、関係機関と一体となって取り組んでいる。 

「体罰」（虐待）かも」と思った場合や子育てに悩んでいる方がい

ましたら、お住まいの市町村または児童相談所虐待対応ダイヤル

「１８９（イチハチク）に、お電話ください。 

 「助けて」と言えない子どもたちの命を未来へつなげるために、

社会づくりにご協力をお願いします。 

 

※今回の新型コロナウイルスの影響で、学校が休校、外出の自粛、

テレワーク等の在宅勤務などのため、子どもと一緒に過ごす時間

が増えるのと同時に、ストレスによる「体罰」（虐待）が増えてき

ていると言われています。子どもと一緒に過ごし時間を見直し、

時間を大切にして過ごしましょう！！ 

お知らせ 

４月の園たよりでお

知らせしました保護

者会会費等の徴収に

ついて 

連休明けに、徴収袋

を配布します。 

４月・５月分の納入

をお願いします。 

 

締め切り…５月１５

日（金）まで 

お願い 

園の通用口の鍵の開閉

について 

鍵の開閉を子どもが行

う、鍵のかけ忘れが目

立つようになりまし

た。 

開閉は保護者の方でお

願いします。また、必

ず鍵を閉めてください

ね。 

 

5月の行事予定 

★園での生活の仕方が分かり自分な

りにやってみようとする 

★身近な自然に触れたり、関わったり

して戸外で遊ぶ楽しさを感じる 

 

 

1日（金）   交通指導 ・ 安全点検 

2日（土） 手作り弁当の日 

7日（木）  自由参観 

14日（木）  防犯訓練 

17日（日）  冒険遊び場 IN縄瀬（9：30～15：00） 

19日（火）  わらべうた会 

28日(木)  避難訓練 

「しつけ」と「体罰」の違いは？ ～宮崎県福祉保健部より

～ 

5 月の保育目標 

 

平山 かよ子 

 

※現在、コロナウイルスの影響により、園外行事

や交流は自粛しています。 

 変更などがある場合は、随時、お知らせします。 


